
　
　
人
世
帯
、
重
度
心
身
障
害
者
世

　
　
帯
、
ひ
と
り
親
世
帯
等
に
対
し
、

生
活
の
一
助
と
し
て
冬
期
採
暖
に
必

要
な
福
祉
灯
油
の
購
入
助
成
を
行
い

ま
す
。

　
「
対
象
と
な
る
世
帯
」
「
世
帯
の

収
入
限
度
額
」
の
両
方
の
条
件
に
該

当
す
る
方
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

■
対
象
世
帯

　
平
成
21
年
1
月
1
日
現
在
、
洞
爺

湖
町
に
住
所
が
あ
る
方
で
、
次
の
1

〜
5
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
。

１
、
満
65
歳
以
上
の
単
身
世
帯
及
び

老
人
世
帯
、
又
は
前
述
の
世
帯
で
あ

っ
て
満
18
歳
未
満
の
児
童
の
み
を
扶

養
し
て
い
る
世
帯

２
、
1
・
2
級
の
重
度
身
体
障
害
者

が
世
帯
主
又
は
同
居
す
る
世
帯

３
、
療
育
手
帳
が
A
ラ
ン
ク
の
知
的

障
害
者
が
世
帯
主
又
は
同
居
す
る
世

帯４
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1

・
2
級
の
手
帳
所
持
者
が
世
帯
主
又

は
同
居
す
る
世
帯

５
、
ひ
と
り
親
世
帯
で
あ
っ
て
、
満

18
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
す
る
世
帯

①
生
活
保
護
世
帯
、
施
設
等
に
入
所

又
は
入
院
し
て
い
る
単
身
世
帯

②
事
実
上
扶
養
さ
れ
て
い
る
世
帯

③
冬
期
間
町
外
に
滞
在
し
て
い
る
世

帯＊
①
〜
③
に
核
当
す
る
世
帯
は
対
象

か
ら
除
き
ま
す
。

■
収
入
の
限
度
額

　
（
平
成
20
年
中
の
世
帯
全
員
の
収

入
額
合
計
を
月
割
し
た
額
）

■
1
人
世
帯
　
月
額
　
10
万
円
未
満

■
2
人
世
帯
　
月
額
　
13
万
3
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
満

■
3
人
世
帯
　
月
額
　
16
万
6
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
満

■
4
人
世
帯
　
月
額
　
20
万
円
未
満

■
持
参
し
て
も
ら
う
物

　
平
成
20
年
中
の
収
入
状
況
が
わ
か

る
物

・
年
金
の
支
払
通
知
書
又
は
年
金
の

振
込
ま
れ
て
い
る
通
帳

・
源
泉
徴
収
票
、
そ
の
他
、
給
与
支

払
明
細
書
等
の
収
入
が
確
認
で
き
る

書
類

・
事
業
所
得
の
あ
る
方
は
、
平
成
20

年
分
の
確
定
申
告
書
の
写
し
（
平
成

20
年
収
入
分
）

・
印
鑑

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
又

は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

＊
代
理
申
請
の
場
合
は
委
任
状
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
の
期
限

　
平
成
21
年
1
月
13
日
（
火
）
か
ら

平
成
21
年
3
月
23
日
（
月
）
ま
で

■
申
請
の
場
所

　
本
庁
健
康
福
祉
課
福
祉
係
・
洞
爺

総
合
支
所
住
民
係
・
洞
爺
湖
温
泉
支

所
の
各
窓
口
で
申
請
で
き
ま
す
。

■
助
成
の
量

　
一
世
帯
あ
た
り
灯
油
1
3
0
リ
ッ

ト
ル

■
問
合
せ

　
本
庁
健
康
福
祉
課
福
祉
係
　
　
　

　
0
1
4
2-

74-

3
0
0
1（
直
通
）

　
　
月
11
日
、室
蘭
税
務
署
に
よ
る

　
　
平
成
20
年
度
納
税
表
彰
式
が
室

蘭
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
を
会
場
に
開
か

れ
、洞
爺
湖
町
か
ら
宮
腰
哲
雄
氏（
入

４
区
）が
納
税
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
賞
は
、団
体
の
活
動
を
通
じ

て
納
税
意
識
の
高
揚
に
功
績
の
あ
っ

た
方
を
対
象
に
選
考
さ
れ
る
も
の
で

宮
腰
氏
は
西
胆
振
納
貯
連
を
は
じ
め

洞
爺
湖
町
納
貯
連
の
副
会
長
、
信
金

虻
田
会
納
税
組
合
長
と
し
て
納
税
意

識
の
高
揚
に
努
め
ら
れ
た
ば
か
り
で

な
く
、
組
織
の
体
制
強
化
と
租
税
の

自
主
納
付
体
制
の
確
立
の
た
め
の
活

動
な
ど
の
功
績
が
認
め
ら
れ
た
も
の

で
す
。

洞爺湖町
福祉灯油の購入
助成のお知らせ

洞爺湖町
福祉灯油の購入
助成のお知らせ

洞爺湖町
福祉灯油の購入
助成のお知らせ

　平和祈念事業特別基金では、いまだ請求されて
いない引揚者、恩給欠格者、戦後強制抑留者の「ご
本人」に、『特別慰労品』を贈呈しています（ご遺族
の方は対象となりません）。
　 「引揚者」は、終戦の日まで引続き1年以上外地
で生活していて戦後引き揚げてきた家族全員が
対象です。
　請求書等は、本庁健康福祉課、洞爺湖温泉支所、
洞爺総合支所住民係の窓口にあります。
　請求期限は平成21年3月31日までです。未請求
の方は、早急に申請してください。
　資格要件等の質問は、次の独立行政法人平和祈
念事業特別基金まで（請求に関する「お問合せ」や
「ご相談」は無料です。）
　無料電話：0120-234-933
　　　　　　（月～金9:15～17:15、土日祝日休）

平成21年3月31日で、「特別慰労品」
贈呈の受付が終了します。

平成21年3月31日で、「特別慰労品」
贈呈の受付が終了します。

15

老

納税表彰に

　宮腰哲雄氏受賞　
納税意識の高揚などに尽力

納税表彰に

　宮腰哲雄氏受賞　
納税意識の高揚などに尽力
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